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行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

       
 
 
 
 

目 
 
 
 
 

次 

 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知 

 

（
治 

 

山 
 

課
）
四
五
七 

○
道
路
の
供
用
開
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
道

路

維

持

課
）
四
五
八 

○
道
路
の
区
域
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
四
五
八 

 
 
 
 
 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表 

 
 
 
 
 

（
選
挙
管
理
委
員
会
）
四
六
〇 

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
四
六
〇 

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表 

 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
四
六
一 

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表 

 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
四
六
二 

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
四
六
二 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請 

 
 
 
 
 
 
 

（
環
境
生
活
政
策
課
）
四
六
二 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 
 
 
 

（
商

業

流

通

課
）
四
六
三 

 

  
 

第

二

千

百

六

十

一

号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
金
曜
日
） 

 
 

平

成

二

十

二

年

七

月

二

日 
  
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

一 

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

恵
那
市
大
井
町
字
奥
戸
二
七
〇
九
の
一 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

１ 

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

㈡ 
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

ペ
ー
ジ 
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―
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岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

―
―
―
―
―
―
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

                                     
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
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岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
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―
― 

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

県
道 

道
路
の
種
類 

岐 

阜
ｓ 

大 

野
ｓ 

路

線

名 

岐
阜
市
御
望
三
丁
目
一
三
四
番

地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

六
丁
目
一
二
番
地

先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

一
〇
八
・
〇 

延 
 

長

（
メ
ー
ト

ル
） 

平
成 

二
二
・ 

七
・ 

二 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

昭
和 

五
九
・ 

三
・
二
一 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

線 

県
道 

道
路
の
種
類 

岐 

阜
ｓ 

大 

野
ｓ 

路

線

名 

岐
阜
市
御
望
三
丁
目
一
三
四
番

地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

六
丁
目
一
二
番
地

先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

一
〇
八
・
〇 

延 
 

長

（
メ
ー
ト

ル
） 

平
成 

二
二
・ 

七
・ 

二 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

昭
和 

五
九
・ 

三
・
二
一 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

 

県
道 

道
路

の
種

類 

上
石
津
ｓ 

多 

賀
ｓ 

路

線

名 

大
垣
市
上
石
津
町
下
山
字
大
野

二
九
〇
四
番
一
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

 

町
堂
之
上
字
大

野
一
〇
四
四
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 

間 

五
二
・
三 

延 
 

長

（
メ
ー
ト

ル
） 

平
成 

二
二
・ 

七
・ 

二 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

一
三
・ 

一
・
二
六 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

 

線 

県
道 

道
路
の
種
類 

勝 

山a 

山 

田a 

路

線

名 

関
市
迫
間
字
白
山
三
一
七
〇

番
一
地
先
か
ら 

 

同
市
同 

字
同 

二
八
七
八

番
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 区
域
変
更
前
後
別 

一
〇
・
〇

〜 一七
・
〇 

五
・
五

〜 六
・
五 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

九
〇
・
〇 

九
〇
・
〇 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

線 
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岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

    

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

  

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

    

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

県
道 

道
路
の
種
類 

白 

鳥a 

板 

取a 

路

線

名 

関
市
板
取
字
宮
下
四
〇
七
四

番
地
の
四
地
先
か
ら 

 

同
市
同 
字
杉
沢
三
八
四
三

番
地
の
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 区
域
変
更
前
後
別 

一
〇
・
二

〜 一五
・
三 

六
・
六

〜 一三
・
八 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

六
一
五
・
〇 

六
一
五
・
〇 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

 

線 

県
道 

道
路
の
種
類 

坂 

祝a 

関a 

路

線

名 

関
市
稲
河
町
一
九
三
番
地
先

地
内 区 

 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 区
域
変
更
前
後
別 

一
四
・
七

〜 一七
・
三 

一
〇
・
九

〜 一五
・
六 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

二
六
・
一 

二
六
・
一 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

線 

一
般 

国
道 

道
路
の
種
類 

二
百
五
十

六
号a 

路

線

名 

下
呂
市
金
山
町
東
沓
部
字
西

山
一
四
二
番
一
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

町
同 

 

字
同

一
四
二
番
四
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 区
域
変
更
前
後
別 

一
四
・
六

〜 五七
・
四 

一
三
・
四

〜 一五
・
九 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

四
一
・
三 

四
一
・
三 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

一
般 

国
道 

道
路
の
種
類 

二
百
五
十

六
号a 

路

線

名 

下
呂
市
金
山
町
東
沓
部
字
西

山
一
九
番
一
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

町
同 

 

字
同

二
三
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 区
域
変
更
前
後
別 

一
一
・
二

〜 五四
・
六 

一
一
・
二

〜 一四
・
一 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

一
〇
一
・
八 

一
〇
一
・
八 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 
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渡
辺
ま
す
み
を
育
て
る
会

 

松
村
た
み
お
を
育
て
る
会

 

田
畑
和
紀
後
援
会

 

国
島
み
ち
ひ
ろ
後
援
会

 

岐
阜
県
電
気
工
事
業
政
治
連
盟

 

梶
田
か
つ
み
後
援
会

 

大
橋
た
か
し
後
援
会

 

牛
田
け
い
い
ち
後
援
会

 

政
 
治
 
団
 
体
 
の
 
名
 
称

 

渡
 
邉
 
春
 
芳

 

松
 
村
 
多
美
夫

 

田
 
畑
 
和
 
紀

 

岡
 
田
 
贊
 
三

 

杉
 
浦
 
匡
 
介

 

高
 
木
 
幹
 
夫

 

西
 
脇
 
和
 
則

 

牛
 
田
 
敬
 
一

 

代
 
表
 
者

 
の
 
氏
 
名

 

藤
 
木
 
文
 
則

 

松
 
村
 
順
 
子

 

村
 
山
 
由
美
子

 

平
 
林
 
英
 
一

 

桑
 
山
 
尚
 
三

 

下
 
嶋
 
 
 
篤

 

足
 
立
 
和
 
正

 

小
 
林
 
雅
 
登

 

会
計
責
任
者

 
の
 
氏
 
名

 

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
１
―
８
―
29 

本
巣
市
文
殊

885―
２
 

瑞
浪
市
薬
師
町
１
―
41 

高
山
市
西
町

70 

岐
阜
市
今
川
町
２
―
26―

３
 

美
濃
加
茂
市
深
田
町
１
―
５
―
12 

養
老
郡
養
老
町
下
笠

476―
１
 

中
津
川
市
桃
山
町
２
―
43 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 
 
 
 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

              

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 
 
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

 

 

 自
由
民
主
党
岐
阜

県
支
部
連
合
会

 

政
治
団
体
の
名
称

 

 

代
表

者
 

異
 
動
 
事
 
項

 

 古
 
屋
 
圭
 
司

 

新
 

 金
 
子
 
一
 
義

 

旧
 

 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

 
             

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 
        

 町
民
主
役
の
神
戸

町
政
を
考
え
る
会

 

幸
福
実
現
党
岐
阜

県
本
部

 

黒
田
芳
弘
を
育
て

る
会

 

岐
阜
県
理
容
政
治

連
盟

 

岐
阜
県
医
師
連
盟

下
呂
市
支
部

 

加
納
有
輝
彦
後
援

会
 

大
山
こ
う
じ
東
陵

地
区
後
援
会

 

自
由
民
主
党
本
巣

市
・
北
方
支
部

 

自
由
民
主
党
根
尾

支
部

 

自
由
民
主
党
多
治

見
市
支
部

 

自
由
民
主
党
岐
阜

県
林
材
業
支
部

 

自
由
民
主
党
岐
阜

県
理
容
組
合
支
部

 

代
表

者
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

会
計

責
任

者
 

会
計

責
任

者
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

代
表

者
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

代
表

者
 

名
 
 
 
 
 
 
称

 

会
計

責
任

者
 

代
表

者
 

会
計

責
任

者
 

会
計

責
任

者
 

小
 
川
 
一
 
雄
 

安
八

郡
神

戸
町

大
字

川
西

125―
１
 

多
治

見
市

音
羽

町
３

―
11
 

黒
 
田
 
奈
美
子

 

広
 
瀬
 
晴
 
康
 

下
呂

市
萩

原
町

上
村

1007―
２
 

大
 
塚
 
正
 
議
 

多
治

見
市

音
羽

町
３

―
11
 

中
津

川
市

中
津

川
1279―

１
 

糸
魚
川
 
 
 
進
 

自
由

民
主

党
本

巣
市
・
北
方
支
部
 

田
 
中
 
義
 
巳
 

山
 
本
 
勝
 
敏
 

山
 
口
 
昌
 
隆
 

広
 
瀬
 
晴
 
康
 

上
 
松
 
 
 
忍
 

安
八

郡
神

戸
町

大
字

横
井

134
 

岐
阜

市
茜

部
辰

新
１

―
84
 

山
 
本
 
鉄
治
郎

 

中
 
山
 
 
 
忠
 

下
呂

市
小

川
256―

１
 

近
 
藤
 
靖
 
士
 

多
治

見
市

音
羽

町
３
―
12 

中
津

川
市

中
津

川
1292―

９
 

若
 
森
 
国
 
男
 

自
由

民
主

党
本

巣
郡
支
部
 

吉
 
田
 
行
 
雄
 

前
 
田
 
重
 
宏
 

中
 
島
 
 
 
薫
 

中
 
山
 
 
 
忠
 

渡
辺
真
後
援
会
 

山
本
勝
敏
後
援
会
 

柳
ヶ
瀬
商
店
街
政

治
連
盟
 

野
田
聖
子
後
援
会

連
合
会
三
輪
北
支

部
 

野
田
聖
子
後
援
会

連
合
会
徹
明
支
部
 

野
田
聖
子
後
援
会

連
合
会
市
橋
支
部

 

会
計

責
任

者
 

代
表

者
 

代
表

者
 

会
計

責
任

者
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

代
表

者
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

会
計

責
任

者
 

 

加
 
藤
 
健
 
二
 

加
 
納
 
忠
 
行
 

市
 
川
 
博
 
一
 

深
 
尾
 
伸
 
明
 

岐
阜

市
神

田
町

６
―
18
 

奥
 
田
 
義
 
隆
 

岐
阜

市
下

奈
良

２
―
23―

10 

岩
 
井
 
富
 
郎
 

 

達
 
川
 
信
 
彦
 

枡
 
岡
 
輝
 
晃
 

辻
 
 
 
英
 
二
 

近
 
松
 
喜
美
義
 

岐
阜

市
神

田
町

６
―
13
 

三
 
輪
 
敏
 
之
 

岐
阜

市
市

橋
６

―
５
―
５
 

小
 
川
 
一
 
雄
 

 

自
由

民
主

党
岐

阜
県

参
議

院

選
挙
区
第
三
支
部

 

自
由

民
主

党
岐

阜
県

参
議

院

選
挙
区
第
一
支
部

 

政
治

団
体

の
名

称
 

松
 
田
 
岩
 
夫

 

藤
 
井
 
孝
 
男

 

代
 
表
 
者

 
の
 
氏
 
名

 

小
見
山
 
幸
 
治

 

河
 
合
 
弘
 
志

 

会
計
責
任
者

 
の
 
氏
 
名

 

岐
阜
市
薮
田
南
４
―
16―

６
 

美
濃
加
茂
市
太
田
町

1934―
２

 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

平
成
22年

 

3
月

3
1
日
 

平
成
22年

 

4
月

1
2
日

 

解
 
 
散

 
年

 月
 日

 

政
党
の
支
部

 

政
党
の
支
部

 

政
党
又
は
政
党

 
の
支
部
の
場
合

 
そ
の
旨
の
表
示

 

自
由
民
主
党
本
部

 

自
由
民
主
党
本
部

 

当
該
政
党
の
支
部

 
を

支
部

と
す

る
 

政
党

の
名

称
 

一
以

上
の

市
町

村
の

区

域
等

 

一
以

上
の

市
町

村
の

区

域
等

 

一
以
上
の
市
町
村
の
区

 
域
等
を
単
位
と
し
て
設

 
け
ら
れ
る
支
部
の
表
示
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髙
﨑
 
善
文
 

届
出
を
し
た

 
者

の
氏

名
 

町
民

主
役

の
神

戸
町
政
を
考
え
る
会
 

資
金

管
理

団
体

の
名

称
 

主
た
る

事
務

所
の
所
在
地
 

異
動

事
項

 

安
八

郡
神

戸
町

大
字

川
西

125
―
１
 

新
 

安
八
郡
神
戸
町
大

字
横
井

134 

旧
 

 
 
 
 
 
 

 
   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号 

  

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
め
な
か
な 

三 

代

表

者

の

氏

名 

長
瀬 

純
子 

四 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
高
山
市
上
切
町
八
〇
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
飛 

地
区
の
住
民
に
対
し
て
、
介
護
、
福
祉
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

せ
き
公
正
行
政
フ
ォ
ー
ラ
ム

 

え
び

あ
き

お
と

未
来

を
考

え

る
会

 

 

川
 
合
 
治
 
義

 

髙
 
田
 
照
 
巳

 

 

川
 
合
 
恵
 
子

 

細
 
野
 
美
智
夫

 

 

関
市
神
野

1244 

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
島

166―
１
 

 

平
成
22年

 

5
月

1
2
日
 

平
成
22年

 

3
月

2
9
日
 

 

   

   

   

松
村
多
美
夫
 

田
畑
 
和
紀
 

牛
田
 
敬
一
 

届
出
を
し
た

 
者

の
氏

名
 

岐
阜
県
議
会
議
員
 

瑞
浪
市
議
会
議
員
 

中
津
川
市
議
会
議

員
 

公
職

の
種

類
 

松
村
た
み
お
を
育
て

る
会
 

田
畑
知
紀
後
援
会
 

牛
田
け
い
い
ち
後
援

会
 

資
金

管
理

団
体

の
名

称
 

本
巣

市
文

殊
885

―
２
 

瑞
浪
市
薬
師
町
１

―
41
 

中
津
川
市
桃
山
町

２
―
43 

主
た

る
事

務
所

 
の

所
在

地
 

松
村
多
美
夫
 

田
畑
 
和
紀
 

牛
田
 
敬
一
 

代
表

者
の

 
氏
 
 
 
名
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○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

バ
ロ
ー
中
津
川
店 

 
 

中
津
川
市
八
幡
町
二
〇
八
二
番
地
一 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

変
更
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

（
仮
称
）
ス
ー
パ
ー
三
心
岐
南
店 

 
 

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
四
丁
目
一
一
六
番 

外 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

新
設
） 
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